
 千葉市蘇我球技場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

をここに公布する。 

  令和５年２月２２日         

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千葉市規則第６号 

千葉市蘇我球技場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める

規則 

 千葉市蘇我球技場条例の一部を改正する条例（令和４年千葉市条例第

３８号）の施行期日は、令和５年２月２５日とする。 

    


